
能勢町特定事業主行動計画【概要版】

計画期間 令和８年度 から 令和12年度 まで（５年間）

この計画は、住民の期待に応える能勢町役場を実現していくため、その担い手である職員が、求められ

る役割や能力を最大限に発揮しながら効率的に働くことができる職場環境を組織全体でつくるための計

画です。誰もがいきいきと意欲をもって働き、活躍できる職場を実現するため、一人ひとりがこの計画

の目的を理解し、取組の主体である意識をもって取り組みます。（女性活躍推進法及び次世代育成支援

対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」として位置付けるものです。）

≪関係法令≫

▶次世代育成支援対策推進法

▶女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

策定目的

年次有給休暇取得

日数の偏り

▶男性職員の育児休業取得は8.3％（R6実績）

▶配偶者出産休暇の取得率は69.2％（R3～R6平均）

▶育児参加のための休暇取得率は35.7％（R3～R6平均）

▶年次有給休暇の平均取得日数は13.42日（R6実績）

一方、年間取得日数が５日以下は２人（R6実績）

▶１人当たり月平均の超過勤務時間数は

男性 14.2h、女性 12.9h（R3～R6平均）

▶女性管理職は低下、女性係長は上昇。

管理職（R2：8.7％ → R7：4.5％）

係長職（R2：9.1％ → R7：14.3％）

超過勤務平準化
育児（介護）関連

休暇制度の周知・理解

取得しやすい職場

環境の整備

女性職員のキャリア形成における

機会の拡大

現 状

課 題

取組１ 年次有給休暇の平均取得日数の維持及び

最低取得日数の向上

目標値

▶職員：５日以上の取得者100％（現状値98％）

▶会計年度任用職員：５日以上の取得者100％

（現状値 97％）

取組２ １人当たり月平均の超過勤務時間10％削減

目標値

▶令和３年度～令和６年度実績に比して超過勤務時間

10％の削減（男性：12.78h以下 女性：11.61h以下）

取組３ 男性職員の育児参加率の向上

目標値

▶配偶者出産休暇取得率100％（現状69.2％）

▶育児参加休暇取得率100％（現状値35.7％）

▶育児休業取得者 取得率の向上を図る

取組４ 介護に関する休暇制度の周知及び理解の

促進

目標値

▶介護に関する休暇制度の周知・啓発

取組５ 女性役職者の割合向上

目標値

▶管理職に占める女性の割合 20％以上

（現状値4.5％）

▶係長職に占める女性の割合 20％以上

（現状値14.3％）

【参考】

職員に占める女性の割合29.7％

会計年度任用職員に占める女性の割合78.8％

（令和８年３月現在）

取組内容

・

目 標

ワーク・ライフ・バランスの実現 育児・介護と仕事の両立支援 女性の活躍推進








